
●技術資料作成要領の事業所配布について

　　局契約工事にかかる技術資料作成要領について、これまでの東北農政局整備部設計課に

　加えて当該工事の実施事業（務）所においても配布する事としましたのでご利用ください。

　　なお、手続及び資料についての問い合わせ先は、東北農政局整備部設計課に限らせて

　いただきます。


